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１．本年度の活動スケジュールについて 

２.「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて 

３.トータルコスト分析に関する分析手法及び対象事業の決定について 

４.その他 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

  樫谷主査、引頭副主査、石村専門委員、川澤専門委員、松村専門委員、 

宮崎専門委員 

 

（事務局） 

  舘事務局長、後藤参事官、金子参事官 
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○樫谷主査 それでは、ほぼ定刻でございますので、「第９回業務フロー・コストの分析・

情報開示に関するワーキンググループ」を始めたいと思います。事務局より、委員の異動

と配付資料の確認をお願いしたいと思います。 

○事務局 委員でございますが、副主査といたしまして引頭委員に出席を頂いております。 

 また、加藤善孝委員が御退任されまして、新たに川澤良子委員が御就任されております

が、本日は30分程度遅れるということで伺っております。 

 資料の確認をいたします。議事次第に続きまして、委員の名簿、それから資料１として

「「業務フロー・コスト分析・情報開示に関するWG」の今後の活動について（案）」。 

 ２－１が「「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて」。 

 ２－２が、「業務フロー・コスト分析の実施目的」。 

 資料２－３が、「「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の概要」。 

 資料２－４が、「業務フロー・コスト分析にかかる手引き（案）」。 

 資料３－１が、「トータルコスト分析に関する基本的な考え方」。 

 資料３－２が、「トータルコスト分析について（案）」の説明資料。 

 資料４が、「業務フロー・コスト分析に係る取組等の経緯」ということで用意してござ

います。 

 そのほか、机の上に参考資料といたしまして１～５、それから業務フロー・コスト分析

の現行の手引等につきまして、資料としておいております。落丁等がございましたらお申

しつけくださいませ。 

 以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 今回より、議事録を作成し、資料とともに公開させていただくことになりましたので、

よろしくお願いいたします。 

 

〇樫谷主査 議事を進めたいと思います。まず、本年度の活動スケジュールにつきまして

事務局より御説明をお願いしたいと思います。 

○後藤参事官 それでは、お手元の資料１と、それから資料４を出していただきまして、

この２種類の資料で御説明申し上げたいと思います。 

 最初に資料４ですが、ワーキンググループはしばらく時間を置いておりますので、これ

までのワーキンググループの活動をA3見開きで入れておりますので、お手元に置いていた

だきたいと思います。 

 上側に、閣議決定、監理委員会、分科会、ワーキンググループ、委託調査となっており

まして、それぞれ時系列に整理しておりますけれども、まずこの業務フロー・コスト分析

に取りかかった経緯は一番左端の閣議決定、公共サービス改革基本方針が平成22年７月16

日に閣議決定されたところですが、その本文の中に、民間委託が可能と考えられる公共サ

ービスにつきまして、業務フローや費用の分析を行いまして、当該情報を広く国民に提供
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できる体制を整えることを求めるとともに、対応指針となるガイドラインを作成し、各府

省に提示する。これが、まずきっかけになったところでございます。 

 これを受けまして、その横の監理委員会では22年12月15日、それから１月31日にその具

体的な手法につきまして討議等がございまして、右に２つ飛んでいただきたいのですが、

業務フロー・コスト分析・情報開示に関するワーキンググループを23年４月19日に第１回

を開催したところでございます。 

 以降、このワーキンググループではパイロット事業ということで、これは市場化テスト

の対象になっている事業としてアジア経済研究所図書館、これは官民競争入札でございま

すけれども、こちらについてはちょうど次の入札に向けてこの手法等を検討していくこと

が非常に有意義ではないかということから、皆様にはいろいろと御意見を頂戴したところ

でございます。 

 また、合わせてこれから行う測量士国家試験につきましても御協力いただきまして分析

をさせていただいた。パイロット事業という位置づけでございました。 

 それから、各府省における取組事例なども集めたのですが、結果的には余り集まらなか

ったということでございます。 

 また、右側の方に、委託調査の中でも国とか独法、それから地方公共団体における業務

フロー・コスト分析に関する調査というのも合わせて行いまして、こちらの知見等も取り

寄せたというところでございます。 

 それで、ワーキンググループとしましては業務フロー・コスト分析の取りまとめをしま

して手引を作成したというのが、今お手元の方にございます24年３月21日付、これが24年

４月３日で監理委員会に報告されております。 

 手引と、それからもう一つ、１つ飛んで「官民競争入札等監理委員会から業務フロー・

コスト分析の実施を求められた事業について」という二段構えになっております。 

 といいますのは、業務フロー・コスト分析自体はなかなか精緻なものでございまして、

やることも大変なものですから二段構えにいたしまして、まずは時間計算等で業務量調査

を簡単にできる部分ということで普及を図っていく。ただし、監理委員から名指しで分析

実施を求められた事業についてはコスト計算までする。それが「求められた事業について」

というところに書かれている内容でございました。ここまでで、このワーキンググループ

として一段落したところでございます。 

 一方、戻っていただきまして、23年度には「公共サービス改革プログラム」ということ

で、これも閣議決定と同じような内容のことが行政刷新会議の中で報告されたものでござ

いますけれども、これに合わせて更に23年７月15日、１年後の閣議決定の中には、今のこ

の対応指針について作成するだけでなく、その後、「また」というところでありますが、

業務改善、それから効率性・効果性の向上の観点から、業務フローやコストの分析の実施

を監理委員会から求められた場合、法第４条の国の行政機関等の責務、この責務といいま

すのは国の行政機関等は自らの事務事業を見直ししてというのが１つ。更に、その中で市
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場化テストの対象となるようなものを選定する。そういう内容がこの公共サービス改革法

の責務でございますので、この責務の趣旨を踏まえまして応じなければならない。まずは

業務フロー・コスト分析をすることで見直しをしていくという趣旨でございます。 

 その使い方について閣議決定で定められたのですが、ではその対象をどうするのかとい

うことであります。この時点では、まだ分析の手引はできておりませんでしたので、先行

していたのですが、対象事業については従来から官がやっている仕事について効率的なの

かどうかということが様々な観点からいわれているものがございましたので、ここにござ

います４事業、司法書士試験・土地家屋調査士試験、貨幣セット販売事業、それから災害

共済給付業務、奨学金回収業務、この４つのそれぞれ独法なり国が行っている業務につい

てどのくらいのコストがかかっているのかといったことを明らかにして、業務改善なり業

務の見直しに通ずるものはないのかということを監理委員会が名指しで求めたというもの

が23年12月に、「業務フロー・コスト分析の対象として４事業を選定」というところが監

理委員会の分科会で選定しまして、その後に監理委員会が正式に求めたということでござ

います。 

 こちらの方は、指針を利用する方でして、このワーキンググループが指針をつくるとい

うところであれば、この指針を活用して対象事業、あるいは行政改革を進めるための分科

会としての活動としてこの４事業の分析が行われたところであります。 

 それで、24年度の閣議決定につきましてもほぼ踏襲しておりまして、同様のことであり

まして、業務改善、効率性の向上の観点から求められた場合には応じなければならないと

いう流れでございました。 

この４事業についての分析結果のヒアリングというものが一番下にあるように行われ

ておりまして、市場化テストの対象とするには至らなかったが、業務改善をそれぞれする

ということが報告されまして、その中身についてそれぞれの機関の取組というものをきち

んと確認していこうということになっているわけでございます。これが、これまでの取組

でございました。 

 資料１に戻っていただきまして、ではこれから今年度このワーキンググループでどんな

活動をするのかということでございますけれども、本ワーキンググループとしては２つの

ことを是非お願いしたいと思っております。 

 １つは、この業務フロー・コスト分析の実施手法、手引等でございますけれども、これ

に関する事項。それから、新しくトータルコスト分析全般に係る事項というものを是非お

願いしたいと考えております。 

 この下の図を見ていただきますと、左側が「市場化テスト事業選定」、これは監理委員

会の主な活動でございまして、今年の６月14日の閣議決定から対象事業を選定していくと

いうことで10月、12月、３月というふうに流れがあるということであります。 

 真ん中に「業務フロー・コスト分析」というものがありますが、現在は７月のところに

WGということで赤になっています。ここが、本日のこのワーキンググループの位置づけで
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ございまして、業務フロー・コスト分析の４事業について先ほど手引を活用して実際に取

り組んでいただいて、なかなか使いにくいとか、あるいはこうした方がいいんじゃないか

といった知見も得られましたので、この手引の見直しの検討を事務局で行っております。

後で御報告させていただきますが、この内容を是非このワーキンググループで御了承いた

だき、また御指導いただきまして、その結果を次の監理委員会に報告させて手引の改定に

至りたいというのが、この業務フロー・コスト分析としての今年度のまず第一にやってい

きたいところでございます。 

 以降、下に流れがありますけれども、こちらはそれぞれの事業選定に係る話でございま

すので、ワーキンググループというよりも分科会なり、各府省のお仕事というふうに御理

解いただければと思います。 

 それから、一番右でございます。「トータルコスト分析」ということで、聞き慣れない

言葉でございますが、これは監理委員会の活動も３年任期ということで３期目に入りまし

たが、実際の総コストが本当に減ったのかどうかの精査をそろそろ出してもよいのではな

いだろうか。 

 というのは、市場化テストは情報開示ですとか、実施要項をつくっていくということで

非常に手間がかかっておりまして、トータルのコストですね。監理委員会のコストもござ

いますし、それから実施府省側のコストというものもかかりますので、そういう目に見え

ていないコストも含めると、トータルとしてはコストが減っていない場合があるのではな

いか。 

 もしそういうことであれば、行政のやり方を変える。見直さなければならない。やり方

というのはもっと規模の大きなものを選定するとか、効果を感じられるような部分をやっ

ていく。こういった指摘が、引頭委員を初め、樫谷委員長も含め、行われまして、ではそ

れを監理委員会のワーキングの中で検討してはどうかということに至ったわけでございま

す。 

 少し時間を置いており、事務局として申し訳なく思っておりますけれども、今年度に入

りますと手法の検討、それから内閣府としてどのくらいコストがかかるのかというまず試

行を行わせていただきました。それから、「対象事業の選定」とありますけれども、こち

らは任意に御協力をお願いするということでございますので、どういった事業をやること

が効果的な結論に至るのかといったことの選定も委員の方とも相談しながら少しやってお

りまして、本日のワーキンググループでこの分析手法と対象事業の選定といいますか、ど

ういったことを対象とするかということについて御審議いただければと思っております。 

 こちらについては、今後も是非ワーキンググループでかかわっていただきたいと思って

おりまして、10月くらいにはこの対象事業について御協力をお願いして各省に実施してい

ただいて、その分析シートの回収、あるいは結果の整理、それから最終的な報告というふ

うに書いてあります。ワーキンググループは１か所しか書いてありませんけれども、途中

で必要であれば是非御審議賜って監理委員会に報告できるように是非お願いしたいと思っ



5 

 

ております。 

 説明は、以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございます。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問がございましたら御発言いただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、「「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて」、事務局よ

り御説明をお願いしたいと思います。 

○事務局  資料の２－１をごらんになっていただきたいと思います。「業務フロー・コ

スト分析に係る手引き」の見直しということでございまして、改定のポイントは大きく分

けて３つございます。１つ目は業務フロー・コスト分析の「実施目的の明確化」、２つ目

は「分析結果を活用した業務改善の実例を追加」、３つ目は「「見やすさ」、「理解しや

すさ」に配慮した文章構成」というところでございます。 

 １つ目の「実施目的の明確化」でございますけれども、資料２－２と資料２－４の２ペ

ージをごらんください。業務フローのコスト分析を実施する目的については大きく２つご

ざいまして、行政機関等においては公共サービス改革法第３条及び第４条に基づき、当該

機関が実施している公共サービスについて自己点検を行い、改善を図ることが求められて

いるところです。自己点検を行うに当たっては、１つの手法として業務フロー・コスト分

析の手法を活用して自らの業務がどのような流れ（業務フロー）で実施されているかを可

視化し、各業務手順、事務区分においてどの程度コストを費やしているかを可視化した上

で業務改善を図ることが有効であると考えております。よって、業務フロー・コスト分析

を活用した自主的な意思に基づく業務改善の実施を目的としてまず１つ明記いたします。 

 なお、自主的に業務フロー・コスト分析を行った場合は、その結果を内閣府まで報告す

ることが望ましいと考えておりますので、それにより監理委員会が自主的な業務フロー・

コスト分析に係る取組をフォローできないかと考えております。 

 これにつきましては、資料２－４の13ページ目をごらんください。そちらに４.の「自主

的な業務フロー・コスト分析の実施」という項目がございまして、こちらにおいて各行政

機関等が本手引きに基づき、自主的に業務フロー・コスト分析を実施した場合、内閣府の

方に提出してくれということを書いておりまして、こちらの実績を収集し、監理委員会と

して内容を確認、優良事例等の公表ができたらいいと考えているところでございます。 

 資料の２－２に戻っていただきまして、公サ法に基づき作成された公共サービス改革基

本方針における事業選定方針において、公共サービスのうち業務フロー・コスト分析の結

果、改善が見込まれるものについて市場化テストの対象事業とすることとなっております。

よって、施設・研修等分科会においてヒアリング対象となりまして、業務フロー・コスト

分析を実施することになった事業については、所管する行政機関等が検討した改善方針等

を分科会に報告していただきまして、必要に応じてヒアリングをする。更に必要に応じて

官民競争入札等の実施を求めるということを２つ目の目的として明記しております。 
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 その流れを、下の図に基づき説明させていただきたいと思います。１つ目の目的の自主

的な改善の意思に基づく業務フロー・コスト分析の実施につきましては、資料２－２の下

に赤で「自主的な改善の意思」というところがございますけれども、こちらに基づきまし

て業務フロー・コスト分析を実施してもらいまして、その対応を各府省の中で検討しても

らう。それに基づいて、自主的な改善を実施していくということでございます。 

 更に、２つ目の目的でございます分科会においてヒアリング対象となった事業について

は、行政機関等において業務フロー・コスト分析を実施していただきまして、その対応に

ついて検討していただく。その結果に基づく対応方針について分科会に報告していただき

まして、対応方針の内容によっては市場化テストの実施を求めるというフローで考えてい

るところでございます。 

 資料の２－１に戻りまして、２つ目の大きな改正のポイントですけれども、「分析結果

を活用した業務改善の実例を追加」というところでございます。こちらにつきましては、

資料２－４の12ページ目をごらんください。平成24年度については（２）番の①～④の事

業について業務フロー・コスト分析を行い、その結果について分科会への報告を求めたと

ころでございます。 

 こちらの事業については、結果的に内容を確認したところ、市場化テストを導入する必

要性が確認されなかったことから市場化テストの導入には至りませんでしたけれども、業

務フロー・コスト分析の実施の結果に基づき、各事業において、様々な改善を行っている

ところでございます。 

 以前の手引では、11ページの３.の「分析結果の活用」と同様の記述により、一般的な活

用の事例を示していたところでございますが、これについては、余り具体的なものではな

く、インパクトがないということがございまして、12ページ目にございますように実際に

その４つの事業が業務フロー・コスト分析の結果を用いてどのように改善したのかという

実例を挙げて説明させていただいているところでございます。 

  更に、13ページにつきましては造幣局の貨幣セット販売等業務ですけれども、こちら

は独法の造幣局の中期目標において業務フロー・コスト分析の結果により、外部委託を拡

大するというところが明記されておりますので、それを一つの結果活用の事例として載せ

ているところでございます。 

 最後のポイントの「「見やすさ」、「理解しやすさ」に配慮した文章構成」ということ

について、資料２－１に戻っていただきたいのですけれども、机上に昨年度、各府省に作

業を依頼したときの業務フロー・コスト分析に係る手引を提示させていただいております。

こちらについては中をごらんになっていただけるとわかるのですけれども、当該分野に精

通している方には理解できる文章になっているかもしれませんが、業務フロー・コスト分

析に取り組んだことがない者にとっては非常にわかりにくい内容となっております。 

 見やすさに配慮した文章構成にするということで、資料２－４の例えば４ページの２.

の（６）番以下ですけれども、項目ごとにどのようなことをやるのかというのをまず冒頭
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に明記いたしまして、その下に具体的内容をわかりやすいように箇条書で列記しておりま

す。その後に様式の記載例をつけまして、どのようにやればいいのかということを視覚的

にわかりやすいように再整理をしたというところでございます。 

 以上が今回の手引の改正のポイントとなっております。 

 資料２－１に戻っていただきまして「今後のスケジュール」ですが、先ほどの繰り返し

となる部分が若干ございますけれども、今回のワーキンググループでこの手引の改定につ

いて御了解をいただければ、８月１日の監理委員会に報告をさせていただきまして、そこ

で了承が得られれば、手引について10月に各府省に展開したいと考えています。対象事業

については、12月の分科会の方で選定します。そして、１月以降、各府省等に業務フロー・

コスト分析を取り組んでいただく。結果につきましては、平成26年度の事業選定、平成27

年度閣議決定に反映したいと考えているところでございます。以上です。 

○樫谷主査 ありがとうございました。 

 では、ただいまの御説明について御質問、御意見がございましたら御発言いただきたい

と思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

○宮崎専門委員 この後で御説明いただくトータルコスト分析における分析の方がもしか

するとヒットするのかもしれないんですけれども、業務フロー・コスト分析は、これはこ

れでやってみるのは非常にいいことだと思っているところなのですが、なかなか単独で分

析してみて改善すべき項目が出てくるかどうかというところが、必ずしもわかり切らない

部分もあるのかなという思いもあります。 

 他方で、各府省で最近行政事業レビューとか、いわゆる政策ごとにどれくらいのコスト

がかかったのかということをいろいろホームページなどでも公表しているものですから、

例えば測量士試験、公認会計士試験というふうにほとんど類型化して似たようなものがあ

ると思うんです。 

 それで、その似たようなものでもしほかのものの事務事業にかかるコストがわかるので

あれば、それと対比してみる。メルクマールというか、ベンチマークというか、対比した

上でどういう改善点が見えますかということも、どちらに入れるかはわからないですけれ

ども、そういったこともこのコスト分析の中に少し入れられると、なぜ測量士試験はこの

コストなのに公認会計士試験はこんなにかかっているのかとか、それは受験の人数が違う

のならば一人当たりにならすとどうしてこれくらい違うのかということも分析していただ

くというベンチマークというか、メルクマールの対比みたいなものも少し入れてみる。 

 そうすると、逆にそれをきっかけにしてお互いの事務事業を双方に確認し合うことによ

って、よりいい取り組み方が見えてくるとか、なかなか単独で分析されても情報がないの

でわからない部分を相互に見合ったりすることを特殊法人、独法、各府省側にやってもら

うのか。監理委員会側でこういうことも何か公表情報からとってきたものを渡して、これ

との対比もお願いしますという枠組みにするのか。 

 どうやればうまくできるかということのアイデアが余り煮詰まっていないのですが、単
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独で分析すると見えない部分に関しては似通ったものと比較してみるという視点が少しあ

ってもいいのかなという気がいたします。 

○樫谷主査 ありがとうございました。今の御意見はどうですか。要するに、分析しただ

けでは余り意味がない。活用しなければいけないけれども、なかなか活用の知恵が見てい

ただけでは出てこないので、類似するものと比較することによって何か課題がないのかど

うかという切り口で少し突っ込んでみたらどうかということですね。 

○宮崎専門委員 統計調査などは、テーマは違うんでしょうけれども、やることはほぼ同

じだったりするものですから。 

○樫谷主査 これはどういう扱いになっているのですか。公表はするのですか。 

○後藤参事官 情報の公表というところにかかわってきまして、行政が一番嫌がるのは自

分たちのやり方、コストが、人件費もですけれども、表にそのまま出ていくというのは非

常に身構えるところもありまして、公表されることを前提にすると多分少なめに効率的に

やっていますという結果となる可能性もあります。結果が何に使われるんですかというと

ころがあります。 

 我々からするともちろん今、宮崎委員がおっしゃったようにまずは蓄積をして、その豊

富な蓄積の中からうまく目標に向けていくという準備をする段階かと思っているところで

あります。 

○舘事務局長 ちょっと補足させていただいてよろしいですか。 

 今の宮崎委員の御指摘は全くそのとおりだと思うんですけれども、制約条件としては今、

後藤参事官の方から御説明させていただいたように、これは監理委員会の業務としては相

当踏み込んで、もともとの業務以上に求めているところがございますので、各省庁ともな

るべく自主的にやるようなインセンティブをつけませんとなかなか取り組んでいただけな

いという前提がございます。 

 その中で、ベンチマーク的にやはり比較するというのは非常に重要でございまして、例

えば去年、災害共済給付業務、日本スポーツ振興センターの事務所の業務などを分析した

際には、事務所間の人件費を比較することで結構改善の契機になったので、業務をなるべ

く幅広いところでやって、その中でベンチマークによる分析を行えば、結構その改善効果

も出るという意味もございます。例えば試験業務ですと、既に文献はございますので、そ

ういうものと比較していただくことも可能だと思っています。 

 また、本当にベンチマークを活用しようとすると、主体としては私どもの監理委員会の

事務局が委託調査などを利用して横断的にやらないと、各省にやれ、比較しろというのは

ちょっと無理なところがございまして、そこは私ども予算の制約もございますし、資源制

約もございますので、どの程度できるか検討させていただければと思います。 

○樫谷主査 実態把握が大事だということでしょうか。そして、宮崎委員のおっしゃった

ようなことも踏まえて次のステップに進んでいくということですね。よろしいでしょうか。 

 石村委員、どうぞ。 
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○石村専門委員 更にもう一つだけお願いしたいのは、以前たしか積極的に取り組んでも

らうためにはどうすればいいんだろうかという議論をしたことがありまして、一番印象に

残っているのは、数値目標を立てるということが、実行してもらいやすいのではないかと

の御意見がありました。 

 それで、数値目標という観点から言っても、やはり内閣府で今、宮崎委員がおっしゃっ

たように類似事業の数値を集めて検証して、達成可能な数値目標というものをそれで立て

られるような気がするので、それを目標にしてもらうというような形のこともできないの

かなと今お話を聞いていて思ったのですがそのようなことも、御検討いただけないでしょ

うか。 

○樫谷主査 確かに、活用の段階になると数値目標を公表はしなくても、目標を持ってや

ってもらう。それより、その前はまだ実態をつかんでいないので、目標以前の話なのかと。 

 だから、つかんだ以上は数値目標もつくれると思いますし、毎年やるかどうかは別とし

て前年度比較は少なくともできますので、企業間比較と期間比較は分析手法でありますの

で、それと同じように他類似業種、類似事業との比較、それから期間の比較ですね。前期

との比較、前々期との比較で推移を見るとか、そんなようなことは確かにできます。 

 更に突っ込んで言うと、おっしゃったように目標を持って、少なくとも高い目標を持っ

てそれに向けて改善していくというようなことも当然できるようになるのではないかと思

いますので、そこは是非そこに最終的に結びつくように流れをつくっていただくと非常に

いいかと思います。 

 引頭委員、どうぞ。 

○引頭副主査 私も、最終的には数値目標は必要だとは思います。 

 ただ、これは自主的に各府省にやっていただくものでもあることから、即座に数値目標

を取り入れることは難しいかと思います。 

 今回の手引書において、事務の定型化においてシステム化をしたという事例がありまし

た。できればですが、こうした事例について各府省に御説明される際に、言及されるとい

うのはいかがでしょうか。要はベストプラクティスという形でお伝えしていけば、各府省

において、それだったら自分たちも工夫してベストプラクティスを狙っていこう、といっ

た知恵比べのような動きに繋がっていくのではないでしょうか。こうしたアプローチであ

れば、数値目標と比べて、より抵抗感もなく、他府省のベストプラクティスについても利

用してもらえるのではないかと思います。 

 また、先ほど舘事務局長もおっしゃったように、今回の活動は、少し踏み込んでいると

いうところもあると思います。まずは、業務フロー・コスト分析のベストプラクティス、

よい取組を御活用いただくということが、重要なのではと思っております。 

○樫谷主査 ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

○事務局 １点、追加をよろしいでしょうか。 

 資料２－４の12ページ目、先ほどの実例のところですけれども、中ほどに下線部が引い
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てあるところがございまして、「今後における業務改善の取組状況によっては、再度ヒア

リングを行うこともあり得る」という記述があります。こちらについては、事実関係とい

たしまして、昨年度、市場化テストは求めなかったのですが、自主的にやっていただく業

務改善の中で何か問題があれば再度市場化テストをやるということもあり得ますという事

実関係を書いております。下線部を引いている理由は昨年度、分析を実施した４業務のこ

とを書きますので、この12ページ目の記述につきましては各府省に対して照会を行ってい

るところでございまして、ある省庁から、ここまで書く必要があるのかという意見がござ

いまして、こちらについてもワーキンググループの委員の先生の御意見を伺いたいと思っ

ているところでございます。 

○樫谷主査 ちょっと脅しになる可能性もありますけれども、脅しも必要かもわかりませ

ん。いかがですか。これは別に脅しではなくて、そのとおりだと思うので。何が問題なの

でしょうか。 

○事務局 府省等の意見としては、わかり切っていることなので、各府省等、全省に展開

するペーパーにここまで書く必要はないのではないか。当然、彼らは理解していますとい

うところでございます。 

○樫谷主査 そういうことですが、差し障りがなければ書いておいてもいいのかなと。特

に何か特別な反対理由があれば、とりあえず今おっしゃったようにも最初の議論に出まし

たようにまだ試行段階なので公表は云々というのはわかります。 

 ただ、これは別に皆さん合意している話であれば書く、書かないは、書いても問題なけ

れば書いておいた方がいいかと思うのですが、いかがですか。何かこれで書かない方がい

いとか、書いた方がいいとか意見がありましたら。 

 事務局としては、できれば書いた方がいいのですね。 

○事務局 各省との関係からすると、落としていただいた方がスムーズなのかなと個人的

に思います。 

○樫谷主査 書いた方が、書いてあるじゃないかと言えますけれども。 

○事務局 そこは分科会の議事の中で残っておりますので、そこで言質はとっているとい

うことだと思っています。 

○樫谷主査 これはとりあえずこの４つの案件だけなのですが、今後もあるので、私は書

いておいた方が、書いたら今後まずいというのであれば別だけれども、書いておいていい

のではないかと思います。 

○事務局 わかりました。 

○引頭副主査 ただ、一方でこれは自主的な取組というところもあるので、更に手間がか

かるということになりますと、進んで、はいと手を挙げる府省が少なくなってしまう懸念

がございます。先ほど主査がおっしゃったように現在は、ファクトファインディングの段

階なので、まずは、それに徹するということで良いのではないかと思います。あまりにハ

ードルを高くしてしまうと、抵抗感が強くなり、自主的な協力が得にくくなると思います。 
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○樫谷主査 せっかく面倒くさいと思ったのに協力したつもりが、揚げ足を取られてしま

う。 

○引頭副主査 おっしゃるとおりでございます。それだったらやらないという府省が多く

なると、よくない状況になるのではと思っております。 

○樫谷主査 確かにおっしゃるとおりなのですが。 

○事務局 12ページ目の記述につきましては、これは24年度の実績に基づき記載しており

ますけれども、当然今年度以降、再度業務フロー・コスト分析でやっていくということも

ございますので、その結果を反映して適宜見直しを加えていこうかと思っております。そ

ちらの意味でも先ほど引頭先生がおっしゃっているようになるべく抵抗感を、下げていき、

ありのままを出していただきたいというのはあります。 

○樫谷主査 どうでもよければ別に私もどうでもいいのですが、こだわりがあれば。 

 ただ、引頭先生がおっしゃったようなこともあると思います。 

○舘事務局長 ここは、もしお任せいただければ事務局の方でと思います。 

○樫谷主査 そういう引頭委員のおっしゃったことも頭に入れた上で、せっかくいいこと

をやろうとしても後で障害になってしまったら意味がありませんので。 

 ちょっと確認ですが、今の２－４の最後の13ページの４.で、要するに報告しろという話

ですが、「報告することが望ましい」という表現をしたら役所的にはどう判断するんです

か。望ましいとなると、してくれるんですか。それとも、どうでもいいと見るんですか。

しないと見るんですか。しなくてもいいと読むんですか。 

○事務局 報告してくれと書いてしまうと、この取組自体もそもそもやらなくなるという

こともあって、いいところがあれば出してくださいというところで留めておきたいなと。

余りきついことを書いてしまうと、そもそも手引自体の活用がされないのではないかとい

うような懸念がございましてこういう書き方をさせていただいています。 

○樫谷主査 実質的にはどうなんですか。出してくれるんですか。 

○事務局 実質的には、私は厳しいと思います。 

○樫谷主査 厳しいということになると、優良事例の公表とか活用とか、そういうことも

なかなかできなくなりますね。 

○事務局 そうですね。そこは、私は実績の積み重ねだと思っておりまして、強制的にや

ってもらう部分の中で良い業務改善というのが出てくれば、そちらの方をどんどん水平展

開していくことによって、各府省が自主的に取り組むという部分が出てくるのではないか

と考えています。 

○後藤参事官 そこは、今後選定の方との組み合わせ方だと思うんです。選定をするとき

に、既に自主的に取り組んでいるということが評価されて、選定対象から何らかのバイア

スがかかっていくということであればむしろ積極的に流れてくると思いますし、そこはど

ういうふうに全体でこの業務フロー・コストを考えていくのかというところでカバーして

いけると思います。 
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○樫谷主査 ただ、この業務フローを自主的にやったことによって、各府省の要するにイ

ンセンティブというんでしょうか、メリットをどう感じてもらうかということです。何か

面倒くさい仕事を押しつけられて、無理やりやらされて揚げ足を取られてというのは一番

嫌ですね。 

 そうすると、やってくれるともっといいこともあるよと、それは中身の改善をするとい

うこともあるんですけれども、そのほかに何があるんでしたか。 

○後藤参事官 いわゆる市場化テストの選定からはまずは外れるということです。 

○舘事務局長 一言、つけ加えさせていただきますと、監理委員会の権限が基本的にはこ

の業務フロー、市場化テストの対象事業の選定に関して御議論いただく。また、実施要項

を御議論いただくというところにございますので、どうしても各省にとってはいろいろ御

注文がしんどいというところがございまして、こういうことでもよくやっているよと言っ

ても、褒められたり、賞品をもらえたり、そこで予算が増えたりということではないもの

ですから、ここでもしということでございますけれども、やはりこれは独法評価などをな

さっておられるところと連動したり、独法の方の改革で、その中で市場化テストのこうい

う取組も是非使ってというようなことで、私ども事務的にもそういうことは独法、行革部

局にも申し上げるつもりでございますけれども、先生方もいろいろ御関係が深くいらっし

ゃいますので、この市場化テストというのはこういう管理会計を浸透して公的セクターに

ついても合理的に効率化を図るということ、その取組が進むような独法改革の進め方とか、

そういうことをお勧めいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○樫谷主査 公共サービスの改革をすることが趣旨で、市場化テストをやることが趣旨じ

ゃないので、どちらかのルートでちゃんと改善されればいいという判断だということです

ね。では、とりあえずそこは望ましいということで、そういう形をとるということですね。 

 ほかによろしいですか。どうぞ。 

○松村専門委員 今の部分に関連しまして、昨年度実施していただいた４事業につきまし

て、２－４の12ページのところに業務フロー・コスト分析の結果、市場化テストに適さな

い、若しくは実施する必要性が確認されなかったことをお書きいただいているんですけれ

ども、このロジックといいますか、どういう分析の結果があったのでこういうふうに認め

られたというロジックになっているのか、教えていただきたいと思います。 

○樫谷主査 これは、たしか一応検討したんですね。 

○事務局 簡単にいうと市場化を出すだけのボリュームのある、外に出せる業務がなかっ

たという部分が大きかったというふうに認識しているところではございます。 その他理

由はありますけれども、大きな理由はそういうところだという認識でございます。 

○樫谷主査 確かに大きくはないけれども、市場化テストで取り入れるとなると、やはり

ある程度のロットがなければいけないというふうにこれから考えようとしたときに、余り

大きなロットでないところも、では完全に逃れてしまうのかという話になるので、そうい

う意味ではこういうところで改善してもらうというのも一つの方法かもわかりませんね。 
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 たしか、小さな事業だったんですね。 

○事務局 そうですね。 

○舘事務局長 若干補完させていただきますと、非常に小さな事業だとか、外部委託をあ

る程度活用しているものが多くて。 

○樫谷主査 奨学金もそうだったんですね。 

○舘事務局長 はい。ですから、その委託の仕方を包括的な市場化テストにすることで、

より改善が進むという内容になっているかどうかをいろいろ検証しますと、どうもそうじ

ゃなくて、業務改善をする方が全体としての効率性が上がるという評価を、樫谷先生も含

めて各委員にしていただいたということでございます。  

○樫谷主査 これはどういうふうに書けばいいでしょうか。確かにこの必要性というのは

何なんだという話で、ちょっと見ただけでは必要性があるような事業ですね。 

○松村専門委員 ですから、それほどボリュームがないというんだったら、金額規模で例

えば幾らとか、定量的な何か物差しみたいなものがあるのかとかですね。 

○樫谷主査 一言、もし何とか何とかなど必要性が確認されなかったとか、規模が小さい

とか、あるいは既に進んでいるとか。 

○宮崎専門委員 既に外部委託に取り組んでいるなど、必要性が確認されなかったとか、

何か少し入れると。 

○樫谷主査 そうですね。少し入れた方が、確かに親切かもしれないですね。 

○引頭副主査 外部委託に取り組んでいるとか、何か一言入れてもいいかもしれないです

ね。 

○事務局 一般競争入札等により民間委託は進められていることが資料には、書いていま

すので、そういうことですね。 

○引頭副主査 必要性について言及した方がいいですね。 

○樫谷主査 よろしいでしょうか。では、これはここまでとしたいと思います。 

 

〇樫谷主査 それでは、その次に「トータルコスト分析に関する分析手法及び対象事業の

決定」につきまして、事務局より御説明をお願いしたいと思います。 

○事務局 引き続き御説明をさせていただきます。資料３－１をごらんになっていただき

たいと思います。 

 トータルコストを実施する目的でございますけれども、市場化テスト実施に係りまして

内閣府及び各府省等において経費がかかっているというところがございまして、モデル的

にそれらの経費を試算し、トータルコストの観点から経費削減効果を検証することによっ

て、事業規模を勘案した事業選定基準の策定ですとか、市場化テストに係る業務手順の改

善を図ることを目指しているところでございます。 

 資料の３－２の１ページ目をごらんください。頭のところに、なぜ市場化テストを実施

するかというところの問題意識が書かれているのですけれども、市場化テストは精緻ゆえ
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に官側にもコストがかかっている。このため、これを把握し勘案することにより、総コス

トが減少したのを精査する必要がある。このような認識から官側にかかっているコストに

ついて測っていきましょうというところでございます。 

 市場化テストを導入した前後の経費比較については、１ページ目の真ん中の黄色い囲い

のところに「市場化テストに係る導入経費の変化」とございまして、従来の市場化テスト

を実施した経費の比較というのは点線の部分になっていますけれども、委託費若しくは従

前かかっていた人件費が市場化テスト後、委託費と比較してどうであったかというところ

の比較が中心となっているのですが、本来、精緻に比較をしようと思った場合は、当初発

注していなかったものについては発注等に係る経費というものが新たに発生してきます。

更に、市場化テスト導入に係る経費というものが発生してきますというようなところでご

ざいます。 

 市場化テストの導入に係る経費には具体的にどういうものがあるかということでござい

ますけれども、１ページ目の下にございますとおり、事業選定時、実施要項策定時、委託

期間中、実施事業評価時というところに新たなコストが発生してくるところでございます。

このうち、事業選定時のコストについては各事業のコストとして振り分けることが困難で

あることから、今回トータルコストの分析の対象とはしておりませんで、実施要項、委託

期間中、事業評価時に係るコストについて検証しようと考えているところでございます。 

 １ページ目の真ん中のところに、「市場化テスト導入前後の平均落札率の推移」という

ところがございますけれども、事業によっては市場化テスト導入前後と比較して経費が下

がっていない。余り経費が下がっていないものとか、経費が逆に上がってしまっているよ

うなものもございますので、官側の経費というのもきちんと勘案することによりまして標

準モデル化を図りまして、事業選定基準、つまり事業規模のメルクマールとしての活用を

考えているところでございます。 

 また、トータルコスト分析については一種の業務フロー・コスト分析であるというよう

にも考えられることから、市場化テスト実施のスキームの見直しにもつなげていけたらと

考えているところでございます。 

 分析の範囲ですけれども、先ほど御説明した範囲というところでございまして、実施す

る手法については後ほど説明いたしますが、様式にそれにかかった従事時間を記入しても

らうとなっているところでございます。 

 対象事業についての考え方ですけれども、資料３－２の２ページ目をごらんになってい

ただければと思います。先ほど、事業選定時における事業規模のメルクマールとして考え

るというふうな話がありましたけれども、予想される事業費の削減額というのはどういう

ふうに考えられるかというと、従前の事業規模に平均コスト減少率をかければ、市場化テ

ストをやったことによってコストの削減がどれくらいの規模で図れるかというような試算

ができるということでございまして、予想される事業費の削減額というのが市場化テスト

導入にかかる経費よりも大きければ市場化テストを導入する意味があるということです。 
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 コストの観点からは、市場化テストを導入する意味がある事業を選定することが重要で

あるということを踏まえましてトータルコスト分析についてどのような事業を選定するか

と申しますと、各事業の区分をつくりまして、そのうち平均コスト減少率が低いものから

事業を選定してトータルコストを求める。 

 これはなぜかというと、平均コストの減少率が低い事業については、そのトータルコス

トというものが実際に全体としての市場化前後のコスト比較をしたときに非常にセンシテ

ィブな問題になってくるというところでございまして、そういう分野から中心的に対象事

業を選定していきましょうと考えているところでございます。 

 ただし、実際にその額が減少額の低いものなどが更にセンシティブになってきますので、

この分野の中から業務を選ぶときについては、なるべくそのコストが従前比較したときの

差が下がっていないような事業について比較的積極的に選定をしていこうと考えていると

ころでございます。 

 その計測するトータルコストの対象事業については、まず先に２の２ページを見ていた

だきたいと思います。そういう観点から、施設管理、公物管理、統計という分野が市場化

を導入したことによってのコストの減少が余り見られなかったというところがございます

ので、そういう分野のところから事業を選定しております。 

 各分野においては、額に応じて区分を設けているのですけれども、その中でもコストの

減少が余りされていないような事業をなるべく選びつつ、対象事業を選定したというとこ

ろでございますが、当然これは各府省さんに作業を依頼するというところでございますの

で、一定の特定の府省に対象事業が偏ると各府省さんからなかなか分析の協力が得られな

いというところもございますので、各府省さんでばらつきのあるように業務を選定してい

るところでございます。 

 １つ戻っていただきまして２ページ目ですけれども、「計測するトータルコストの範囲」

ということでございまして、中ほどの右側にオレンジ色の枠囲いがあると思うのですが、

計測するトータルコストの範囲については市場化テスト対象事業を所管している課室及び

内閣府のうちの事務局における直接部門の人件費を対象とします。 

物件費、退職金の給付費用とか減価償却、間接部門費については計上しないと考えている

ところでございます。 

 では、具体的にどういうコストを最終的に計測するかということです。これはまだ事務

局の案ということですが、最終的にはワーキングの中で結論を出していただきたいと思っ

ておりますが、人件費をどう計算するかということを参考の５に示しております。管理職

員と一般職員区分にいたしまして人件費を計算しようと思っておりまして、管理職員につ

いては俸給の７～10級、一般職員については２～６級の平均俸給額に様々な手当を加算し

た額と、ボーナスと共済の負担金を勘案した額を単価にしようかと思っているところでご

ざいます。 

 それでは、戻っていただきまして資料３－２の３ページ目です。２ページ目の次の２－
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２の次の３ページ目です。具体的にどういうふうにやっていくかということですが、市場

化テストの業務フローについては、実際、過年度から取り組んできていることから、あら

かじめ明確になっているというところでございますので、内閣府の方で業務フローをあら

かじめつくりまして、こちらを各府省に投げて従事時間を記入してもらう。それを、最後

に内閣府の方でコストに変換すると考えているところでございます。 

 内閣府の方で一度トータルコスト分析については試行を行っておりまして、その試行の

結果に基づき記入様式、参考資料の１、２にございます実施要領の内容については適宜見

直しを行っておりまして、各府省において、実際の作業が容易になるような説明を書いて

いるところでございます。 

 今後のスケジュールですけれども、資料３－１に戻っていただきまして４.の部分になり

ます。こちらも業務フロー・コスト分析と同様に、本ワーキンググループにおいてやり方

について了承が得られれば、８月１日に予定しております監理委員会に報告をいたしまし

て了承を得たいと思っておりまして、そこで了承が得られれば10月に各府省に展開をする。 

 それで、対象事業となっている各府省にも御説明をいたしまして、了解が得られたら、

10月から業務フロー・コスト分析を開始いたしまして年内に回収をし、内閣府で分析を行

う。それで、３月にもう一度このワーキンググループを開いていただきまして、その結果

の活用、監理委員会の報告の内容を議論していきたいと思っているところでございます。 

 ちょっと話が戻りますけれども、資料３－２の２－２ページの対象事業につきましては、

まだこれは事務局の案ということでございまして、右上に「非公表資料」と書いているの

ですけれども、各府省と協議しておりませんので、今後このワーキンググループで了解を

得られて監理委員会の了承を得られて後に各府省との調整を始めていきたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。これは、要するに業務フロー・コスト分析表に各

府省の部分と内閣府の部分をつけ加えるということですね。今までの業務フロー・コスト

分析表に、各府省の部分と内閣府の部分をつけ加えれば全体がわかるからということです

ね。 

○事務局 はい。 

○樫谷主査 このトータルコスト分析の方は、各府省の部分と内閣府の部分を合算するた

めの資料だということですね。 

○事務局 トータルコスト分析の対象事業が内閣府と各府省さんで違うので、最終的に一

般化するということです。（市場化テスト実施時の）実施要項にはどのポイント、事務区

分の中でどのようなコストがかかったかという部分を一般化して、内閣府のコストと各府

省さんのコストをモデル化するということでございます。 

○樫谷主査 そういうことであります。 

 それから、参考までにトータルコストというのはわかったようでわかっていないような
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概念なのですが、フルコストというのとはちょっと違っていて、フルコストというのは例

えば償却費だとか、大臣とか総理の給料の一部もどうだという話になってくるのですが、

そういうことではなくて、とりあえず現在直接かかっているコスト、特に人件費を中心に、

それを見ていこうという趣旨なので、トータルコストという名前をつけているという意味

だというふうに御理解いただけたらと思います。何か御意見、御質問はございますでしょ

うか。 

 結局、これは何を言えばいいんでしょうか。要するに、こういう方針で。 

○事務局 手法について、ワーキンググループの了解を頂いて、対象事業についてはこれ

からまた各省で協議を始めますので、若干その変更が出てくるかもしれませんけれども、

基本的な考え方を御了解いただきたいというところでございます。 

○樫谷主査 これは、「平均コスト減少率」というのが３－２の２ページ目にありますね。

これは、10％とか14％、17％程度では諸コスト、トータルコストを入れるとかえって高く

なってしまう可能性があるようなものがこれだということですか。 

○事務局 事業規模によっては、問題となる可能性があるものが入っている。当然、額が

大きければその差額というのも大きくなりますので、問題にならないかとは思います。 

○樫谷主査 それはそうですね。昔、最初にこの市場化テストのときに随分腹が立ったこ

とがあるんですが、ごみみたいなものばかり出てきたということで、かえってコストが高

くついているんじゃないかというようなところがあったのですが、それは半分誤解で、そ

ういうことでやってみていろいろな問題点がわかったので、それはそれで研究開発費みた

いなものですから非常に意味があったんですが、今となってみるとにこういう形をとると

いうのも、規模によって実施要項をつくるのも審議をするのも、規模が小さいから時間が

少ないということは多分ないと思うので、こういう切り口も確かに合理的なような気がし

ますね。 

 しますが、これでいいのかどうかということだと思いますが、何か御意見ございますか。 

 宮崎委員、どうぞ。 

○宮崎専門委員 １点ですけれども、お調べいただくと恐らくわかると思うのですが、特

定の独法さんなどですと、この市場化テスト対応の要項作成業務などを外注でやっている

場合が結構ある。ですから、各府省さんの人件費だけを集計対象にすると本当の実態に近

づくか、やや疑問があるケースも、必ずしも全てではないんですが、比較的私が見た中で

は結構あるものですから、人件費及び直接このフローの業務にかかわる委託費くらいまで

は入れてもよいのかなという気はします。 

○樫谷主査 事務局から何かありますか。 

○事務局 そういうところも確かにあると思います。基本的な考え方は、標準モデルとい

うところでございまして、基本的に職員さんがやっているというところで計算しようと思

っていたのですけれども、そちらの部分についてももしあるのであれば把握しておいた方

が後々の検討にはなりますので、併せて把握したいと思います。 
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○樫谷主査 一般職員がやった方がいいのか、アウトソーシングした方がいいのか。これ

は、それこそトータルコストが高くなるか、あとは業務量とかの話でしょうから、それは

それで遠慮なく外注しているから手を抜いているということではないと思うので、それは

使っても問題ないとは思います。何も仕事をしないで外注だけしているというのは困るん

ですけれども、多分そういうことではないと思いますので。 

○後藤参事官 特に、従来企画競争を実施しており価格競争を取り入れていないものとか

は別途、研究会を設けて取り組んでいるところなどもございますし、今おっしゃったよう

に委託調査、これは物件費となりますが、内容や従来の実施状況の情報開示などをしっか

り調べ上げているところもあるかと思います。そういう様々な事例により、どうしてこれ

はコストがかかったのかということがわかるようになれば、それはそれで目的を達成する

と思います。 

○樫谷主査 随分前に、確かにそういうものもありましたね。仕様書作成について、それ

ぞれ意見を聞いているとか、今あるかどうかはわかりませんが、あったような気がしたの

で、そういうものを入れるところをどこかにつくっておけばいいんでしょうか。時間数ま

では難しいと思いますが。 

○事務局 そうですね。総額とその内容ですね。委託をしたのであれば、委託した内容と

その委託額ですね。 

○樫谷主査 どういうふうに入れればいいでしょうか。それはお任せしますが。 

○事務局 それは、記入様式を工夫します。 

○樫谷主査 そのほかに、何かございますか。 

 どうぞ、引頭委員。 

○引頭副主査 基本的には、このやり方でよろしいかと思います。 

 ただ、今後のことなのですが、今回平均コストの減少率が小さいところで選定されまし

た。御協力いただく際に、より説得力があるものということでこのような選定とされたの

は理解できますが、仮に50％減少していたとしても、金額が小さければやはり全体として

のコスト超過だったということもあるかもしれません。今回はまずファクトファインディ

ングでデータを集めるということが重要だと思うのですが、先ほど樫谷主査もおっしゃっ

たように、余り規模が小さいものしか出してこなくて、件数は多くやっていますと言われ

ても、本来の主旨に合致するのか、ということがあるかと思います。 

 そこで、やはり規模については足切りといいますか、ある程度の事業規模以上で取り組

んでくださいということを、最終的にはトータルコスト分析のゴールとしては持っておく

べきだと思っております。一回の調査で納得できるようなものが出るかどうかはまだわか

りませんが、しばらく続けてデータを集め、最終的には何億円以上の事業規模のものが望

ましい、といったようなことがわかれば、非常によいのではと思った次第です。そうなり

ますと、全体として税金を効率よく使っていただけるのではと思っております。 

○樫谷主査 どうぞ。 
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○事務局 事業種別ごとに選定して分析を行うということについては、先ほど内閣府の方

で試行したという話があったのですが、実はトータルコストについては余り事業ごとに異

なっているものではなくて、実際に業務段階（事務区分）によってほぼどの事業も大体似

てくる傾向になっているというところがわかってきていますので、今回はたまたまこの３

事業についてやっていますが、今後もいろいろな事業をやっていくことによって標準モデ

ル化を図れば、ある程度標準的なモデルがきちんとできるかと事務局としては考えていま

す。 

○樫谷主査 ほかにどうぞ。 

○川澤専門委員 ３点、質問です。 

 まず１点目は２ページ目のところで、今、御説明いただいたとおり市場化テストの導入

に係る経費はあまり事業ごとに差がないので、全事業種で共通の経費を用いるということ

でいらっしゃるかと思うんですけれども、例えば本省であればそうかもしれないですが、

出先機関も含めたりとか、若しくは独法でかなり全国にわたる施設を含めて実施要項を作

成する場合というのは、少し本省だけの実施要項の作成と事務量が変わってくるかと思う

のですが、その辺りの導入形態といいますか、その違いによって初めから余り幾つものパ

ターンを持たせるのはよくないかとは思うんですけれども、いずれ導入形態によって市場

化テスト導入に係る経費を区別するというようなことを考えていらっしゃるのかお伺いし

たいと思います。 

 もう一点が、資料の１ページ目のところですけれども、導入に係る経費として計測する

必要がある経費の事務局のところの委託期間中の管理コストがほぼゼロというところです。

委託期間中も各事業の担当府省から実績報告ですとか、そういったところを年度、年度で

求めることが実施要項の策定指針に書いてあったような気もするんですけれども、その辺

りの管理コストとかは、ほぼゼロと考えていいのかどうか。その辺りについて教えていた

だければということです。 

 最後ですけれども、トータルコスト分析を実施すること自体は非常に有意義なことだと

思っているのですが、各府省にとってみればトータルコストを高く算定するインセンティ

ブが働くのかと思うのですが、各事業の算定項目が飛び抜けて多いとか、その辺りは横並

びで比較をして、何で多いのかというところを少しやりとりされるようなことも想定され

ていらっしゃるのか。 

 その３点をお伺いしたいと思います。 

○事務局 １つ目ですけれども、おっしゃるとおり本省でつくるものなのか、地方機関で

つくるものなのか、独法なりでつくるものなのかによって多分違うと思うのですけれども、

今回とりあえず一発目をやってみるというところがありまして、最終的な整理としては多

分組織ごとに整理するというのも一つの考え方となるかと思っているのですけれども、ち

ょっと協力してくれそうなところで理由がつきそうなところからまずやってみようという

ところがございます。今後更にその情報を積み重ねていく中での最終的なアウトプットと
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しては、委員のおっしゃるとおりそういうポイントもあるかと思っています。 

 ２つ目の委託期間中の事務局側のコストですけれども、実施要項の指針が今回改正にな

りまして、毎年の報告というのは今後求めなくするという方向になっているので、ここは

やめていこうかなというところで考えています。 

 それと、考え方として基本的に報告を受けて参事官に説明するということしかないので、

事務コストとしては大してかかっていないのかなという判断もあります。 

 最後のところですけれども、おっしゃるとおり事業によっては多分突出した異常値とい

うものが出てくると思いますので、そちらにつきましては結果について横並びをとりまし

て、異常値については個別にヒアリングというか、確認を行うというふうに考えて、その

原因分析はきちんと行っていこうかと考えています。 

○樫谷主査 これはいろいろな形態が考えられるので、どこかにその他みたいにして、若

干文章で書いてもらえるようなところをつくっておくわけにはいかないですか。ここには

こういうものが入っていますということで。 

○舘事務局長 特殊要因みたいなものですね。 

○樫谷主査 そうですね。多分、何か相談があると思うのですが、書き切れない場合も、

このパターンにはまらない場合どうしたらいいでしょうかという質問もあったりすると思

うのですが、そこに何かあったときにちょっと入れておいてもらえば今後の参考になると

思います。 

○事務局 一応、現時点で想定される備考みたいなものについては様式３及び４の中に記

載しております。様式４は各府省向けに投げるシートですけれども、内閣府において試行

をやりながら気づいた部分等については備考として書き込んでいるところですが、更に追

記するところがあれば、適宜、追記を行う方がよいと思っているところではございます。 

 例えば、各府省が取り組んでいく中で、いろいろな質問がくると思うのです。それにつ

いて、備考欄に適宜加えて、共有していこうかと考えていまして、我々の気づかないとこ

ろでも多分いろいろな新たな気づきがあるはずなので、それをいろいろ集約しながら適宜、

一回投げてしまったらそれで終わりではなくて、途中段階でこういう追加がありましたの

でフォローしますよということを共有していこうかと考えているところでございます。 

○樫谷主査 そうですね。これで質問があったら、できればこれはどこがやっているとい

うことはわかるんですね。 

○事務局 その対象となっているところはわかります。 

○樫谷主査 だから、質問があったら、そのままできれば全てについて共有するような形

をとってもらった方がいいかもわかりませんね。 

○事務局 Q&A集を適宜更新して流すような形で考えています。 

○樫谷主査 そうですね。そういうふうにすると、あちこちからぱらぱら出てこなくても、

読んでさえもらえればいいですね。 

 ほかに何かございますか。 
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○舘事務局長 今、大変いい御意見を頂きましてありがとうございます。ここの最後のと

ころに１つ備考欄か何かで、例えばこの業務の実施に当たって委託などをしている場合は

そういうものを書いていただくとか、そういう欄をつけてもらえばいいと思います。 

 あとは、私どもの方としてはこのトータルコストは、引頭委員から御提起いただいて大

変重要な取組と思っておりまして、２つの大きな目標があると思っております。１つは私

どものやっている業務そのものもちゃんと業務フロー・コストではありませんけれども、

合理的にやるということと、それからやはりトータルで見ると市場化テストの対象にする

ことが本当に合理的なのかどうかというメルクマールを持ちたいということでございます。 

 そういう意味で、結果として余り規模によりコストは余りかかわらないと思いますので、

標準的に市場化テスト１件幾らかかるというものが目安としてできれば、そのコスト以上

削減できないようなものは元から対象にしないということでの効率化にもつながると思っ

ております。 

 そういう点と、あとは我々の作業そのものの中にも見直してみると改善点があるのでは

ないかということで、場合によりましてはより簡素なスキームとか実施要項についての改

善を進めるとか、業務の改善に努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○樫谷主査 我々の仕事も、効率化を求められるということです。 

 ありがとうございました。ほかにございますか。よろしいですか。 

 事務局から何かありませんか。よろしいですか。 

 それでは、本日の議題は以上となります。本日御議論いただきました件につきましては、

８月１日開催予定の官民競争入札監理委員会へ報告することといたします。提出資料等に

つきましては、私に御一任いただければと思います。そのほか、何か委員の先生方あるい

は事務局で御発言ありませんでしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。それでは、時間がまだ随分早いですけれども、非常に効率的に

行ったということで、本日のワーキングはこれで終了といたしたいと思います。 

 お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。 

 


